
　

一
二
月
一
六
日
に
公
表
さ
れ
た
「
与
党
税
制
改
正
大
綱
」
は
、
安
倍
政
権
の

税
制
に
関
す
る
基
本
政
策
「
企
業
負
担
を
減
ら
し
、
家
計
負
担
を
増
や
す
」

「
持
て
る
者
を
優
遇
し
、
持
た
ざ
る
者
を
踏
み
つ
け
に
す
る
」
を
明
瞭
に
示
し

た
。
ま
た
、
参
議
院
選
挙
に
む
け
た
国
民
だ
ま
し
と
し
て
減
税
要
素
を
前
面
に

出
し
て
い
る
が
、
選
挙
に
勝
ち
政
権
を
安
定
さ
せ
た
ら
直
ち
に
各
種
増
税
を
実

施
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

法
人
税
に
つ
い
て
は
、
官
邸
と
政
治
献
金
を
す
る
経
営
者
団
体
と
の
密
室
協

議
に
よ
り
、
三
段
跳
び
で
減
税
の
前
倒
し
方
針
を
決
め
た
。

　

個
人
所
得
税
に
つ
い
て
は
累
進
性
を
弱
い
ま
ま
に
放
置
し
、
参
院
選
後
に

中
・
低
所
得
者
の
負
担
増
を
目
指
し
て
い
る
。

　

消
費
税
に
関
し
て
は
税
制
と
し
て
妥
当
で
な
い
「
軽
減
税
率
」
を
自
公
選
挙

協
力
の
道
具
と
し
て
導
入
す
る
と
し
た
。
こ
れ
ら
が
進
行
す
れ
ば
、
法
人
税
減

税
を
消
費
税
増
税
が
肩
代
わ
り
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

健
全
な
社
会
の
た
め
に
は
、
企
業
が
法
人
税
で
社
会
的
責
任
を
果
た
し
、
高

所
得
者
が
累
進
的
所
得
税
で
格
差
是
正
に
役
立
つ
応
能
負
担
を
す
る
必
要
が
あ

る
。
ま
た
、
消
費
税
は
法
人
税
・
所
得
税
と
適
切
に
負
担
を
割
り
振
る
と
と
も

に
、
給
付
付
税
額
控
除
な
ど
低
所
得
者
に
対
す
る
合
理
的
な
負
担
軽
減
策
を
講

ず
べ
き
で
あ
る
。
税
制
に
関
す
る
意
思
決
定
の
方
法
も
極
め
て
非
民
主
的
に
変

え
ら
れ
、
自
公
政
権
復
活
後
は
再
び
密
室
の
与
党
税
調
に
実
権
が
移
り
、
さ
ら

に
官
邸
が
こ
れ
を
支
配
す
る
形
に
変
わ
っ
た
。

　

政
府
税
調
は
法
人
税
と
消
費
税
に
つ
い
て
は
検
討
を
放
棄
し
て
党
に
委
ね
、

専
ら
個
人
所
得
税
の
研
究
を
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
を
見
れ
ば
中
所

得
者
増
税
と
な
り
反
発
が
予
想
さ
れ
る
た
め
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
参
議
院
選

挙
後
に
先
送
り
す
る
日
程
と
し
て
い
る
。

　

税
制
改
定
の
検
討
は
、
納
税
者
が
そ
の
使
途
と
負
担
に
つ
い
て
納
得
す
る
こ

と
、
そ
の
た
め
の
透
明
で
実
質
的
な
意
思
決
定
が
不
可
欠
で
あ
る
。

⑴　

諸
審
議
会
等

　

① 　

政
府
税
調
：
一
一
月
一
三
日
に
中
間
の
論
点
整
理
を
公
表
、
一
六
年
夏

に
中
間
答
申
予
定
と
し
た
。
法
人
税
と
消
費
税
は
与
党
・
政
府
に
検
討
を

委
ね
、
所
得
税
を
中
心
に
検
討
し
て
い
る
。
配
偶
者
控
除
は
二
〇
一
七
年

改
正
を
目
指
す
と
し
て
い
る
。

　
　

 ←

体
系
性
、
主
体
性
を
欠
く
政
府
税
調
に
存
在
意
義
は
あ
る
の
か
？　
所

得
税
検
討
の
先
送
り
は
見
え
透
い
た
参
議
院
選
挙
対
策
で
、
選
挙
後
の
増

税
は
必
至
。

　

② 　

「
未
来
投
資
に
向
け
た
官
民
対
話
」
：
一
一
月
二
六
日
の
第
三
回
会
合

で
安
倍
首
相
は
「
産
業
界
か
ら
提
起
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
は
政
府
と
し

て
速
や
か
に
効
果
的
に
対
応
し
て
ま
い
る
。
法
人
税
改
革
に
つ
い
て
は
二

八
年
度
の
引
き
下
げ
幅
を
確
実
に
上
乗
せ
し
、
税
率
を
早
期
に
二
〇
％
台

に
引
き
下
げ
る
道
筋
を
つ
け
る
」
と
発
言

　
　

 ←

政
治
献
金
と
減
税
の
取
引
談
合
の
場
で
、
税
調
に
も
党
に
も
国
会
に
も

諮
ら
ず
、
い
わ
ん
や
国
民
の
合
意
な
し
で
首
相
が
法
人
税
減
税
を
表
明
す

る
非
民
主
制

　

③ 　

与
党
税
調
：
一
二
月
一
六
日
に
一
六
年
度
税
制
改
正
大
綱
決
定
。
消
費

税
の
軽
減
税
率
に
つ
い
て
自
公
の
調
整
に
手
間
取
り
、
当
初
の
予
定
か
ら

相
当
遅
れ
て
決
定
。

　
　

 ←

官
邸
は
、
税
制
あ
り
方
と
無
関
係
に
、
創
価
学
会
か
ら
参
議
院
選
挙
協

力
を
得
る
た
め
の
自
公
談
合
に
よ
り
強
引
に
軽
減
税
率
を
ね
じ
込
ん
だ
。

自
民
党
内
に
は
こ
れ
に
抵
抗
す
る
者
が
い
な
い
。
公
明
党
は
談
合
が
ま
と

ま
っ
た
途
端
、
沖
縄
宜
野
湾
市
長
選
挙
支
援
や
「
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例

給
付
金
」
廃
止
に
同
意
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
大
切
な
税
制
を
こ
れ
ら
の

者
の
選
挙
思
惑
・
談
合
で
ゆ
が
め
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

⑵　

法
人
税
（
与
党
税
調
一
六
年
度
税
制
改
正
大
綱
）

　

①　

法
人
実
効
税
率
の
二
〇
％
台
へ
の
引
き
下
げ

　
　

 　

こ
れ
ま
で
、
一
五
年
度
の
実
効
税
率
三
二
・
一
一
（
国
税
二
三
・
九
）
％

を
段
階
的
に
二
〇
％
台
に
引
き
下
げ
る
と
い
う
与
党
方
針
が
示
さ
れ
て
い

た
。
こ
れ
に
関
す
る
昨
年
の
決
定
は
「
一
六
年
度
三
一
・
三
三
％
」
だ
っ

た
。
本
年
一
一
月
初
旬
案
で
は
こ
れ
を
前
倒
し
し
て
「
一
六
年
度
に
減
額

△
〇
・
四
五
上
乗
せ
で
三
〇
・
八
八
、
一
七
年
度
に
二
〇
％
台
」
へ
と
す

る
案
が
伝
え
ら
れ
た
が
、「
官
民
対
話
」
を
経
て
さ
ら
に
減
額
幅
を
拡

大
・
加
速
し
、
一
六
～
一
七
年
度
二
九
・
九
七
（
国
税
二
三
・
四
）
％
、

一
八
年
度
～
二
九
・
七
四
（
国
税
二
三
・
二
）
％　

を
最
終
決
定
と
し
た
。

　
　

 ←
累
積
す
る
国
債
、
消
費
税
を
増
税
せ
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
の
財
源
不
足

の
下
で
は
一
％
で
約
五
千
億
円
に
あ
た
る
法
人
税
を
減
税
す
る
財
政
余
地

は
な
い
筈
。
ま
た
、
減
税
し
て
も
企
業
の
内
部
留
保
（
現
在
三
五
〇
兆
円

と
い
わ
れ
る
）
と
投
資
家
へ
の
配
当
が
増
え
る
だ
け
で
、
需
要
を
生
み
出

す
賃
上
げ
・
付
加
価
値
向
上
の
た
め
の
投
資
に
は
向
か
わ
な
い
。
経
団
連

が
「
政
治
献
金
」
に
よ
っ
て
政
治
を
買
い
取
り
、
大
企
業
減
税
を
家
計
に

転
嫁
す
る
こ
と
は
許
せ
な
い
。

　
　

�（
法
人
税
減
税
の
シ
ナ
リ
オ
を
書
い
た
と
さ
れ
る
経
済
産
業
省
は
「
混
合

診
療
推
進
」「
年
金
積
立
金
に
よ
る
官
制
相
場
作
り
」「
原
発
推
進
」
と
の

四
点
セ
ッ
ト
で
国
政
を
大
き
く
誤
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。）

　

②　

地
方
法
人
税
の
税
率
を
引
き
上
げ

　
　

 　

資
本
金
一
億
円
以
上
の
中
企
業
に
対
す
る
外
形
標
準
課
税
の
拡
大
な
ど

に
よ
り
地
方
法
人
税
の
税
率
を
二
〇
一
七
年
度
に
現
行
四
・
四
％
か
ら
一

〇
・
三
％
に
引
き
上
げ
て
、
法
人
税
全
体
と
し
て
は
税
収
中
立
に
す
る
と

説
明
し
て
い
る
（
一
六
年
度
一
年
間
は
二
〇
〇
〇
億
円
の
減
税
）
。

　
　

 ←

企
業
か
ら
家
計
へ
の
負
担
転
嫁
に
加
え
、
企
業
サ
イ
ド
内
で
も
強
い
大

企
業
だ
け
が
減
税
さ
れ
、
赤
字
の
中
企
業
が
そ
の
肩
代
わ
り
増
税
に
な
る
。

　

③ 　

太
陽
光
発
電
パ
ネ
ル
設
置
時
の
法
人
減
税
を
打
ち
切
り
。
原
発
の
「
使

用
済
燃
料
再
処
理
等
機
構
（
仮
称
）」
を
公
益
法
人
化
し
て
税
制
優
遇
す
る
。

　
　

←

大
手
電
力
会
社
の
原
発
回
帰
を
支
援
す
る
逆
行
税
制
で
あ
る
。

　　
　

注
： 

法
人
実
効
税
率
：
国
税
の
法
人
税
、
地
方
税
の
法
人
事
業
税
・
法

人
住
民
税
を
合
計
し
た
概
念

　
　
　
　

 

合
計
で
は
あ
る
が
、
「
住
民
税
の
課
税
標
準
額
は
課
税
所
得
で
は

な
く
法
人
税
額
を
基
礎
と
す
る
」
「
事
業
税
は
損
金
を
算
入
し
て

計
算
」
す
る
た
め
、
単
純
合
計
値
よ
り
小
さ
い
。

　
　
　
　

 

算
式
：
［
法
人
税
率
×
（
一
＋
住
民
税
率
）
＋
事
業
税
率]

÷
（
一

＋
事
業
税
率
）

⑶　

消
費
税

　

①　

軽
減
税
率

　
　

 　

迷
走
の
結
果
、
与
党
は
加
工
品
を
含
む
食
料
品
に
軽
減
税
率
を
適
用
す

る
と
の
結
論
を
出
し
た
。
そ
の
経
過
は
次
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

「
自
公
両
党
と
財
務
省
は
低
所
得
者
逆
進
性
緩
和
策
と
し
て
一
旦
『
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
た
還
付
方
式
』
で
合
意
し
た
が
、
支
持
団
体

で
あ
る
創
価
学
会
が
公
約
違
反
と
批
判
し
た
た
め
議
論
が
軽
減
税
率
に

戻
っ
た
。
議
論
で
は
軽
減
対
象
品
目
と
軽
減
に
よ
る
税
収
減
対
策
に
関
し

て
不
一
致
が
あ
っ
た
が
、
自
民
党
と
財
務
省
の
慎
重
論
を
押
し
切
っ
て
官

邸
主
導
で
今
次
の
結
論
を
出
し
た
」
。
こ
れ
に
よ
る
一
兆
円
と
い
わ
れ
る
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税
収
減
は
、
「
一
体
改
革
で
予
定
さ
れ
た
低
所
得
者
の
医
療
・
介
護
・
保

育
等
の
合
計
自
己
負
担
の
上
限
を
抑
え
る
総
合
合
算
制
度
（
四
千
億
）
」

を
と
り
や
め
る
ほ
か
、
今
後
決
め
る
社
会
保
障
・
福
祉
経
費
の
削
減
で
埋

め
合
わ
せ
る
と
し
た
。

　
　

 　

ま
た
、
こ
の
尻
馬
に
乗
る
形
で
業
界
利
益
の
正
当
化
を
図
っ
た
一
部
新

聞
社
が
新
聞
の
軽
減
税
率
適
用
を
ね
じ
込
ん
だ
。

　
　

 ←

税
制
と
し
て
の
妥
当
性
、
低
所
得
者
対
策
の
在
り
方
と
は
無
関
係
に
自

公
選
挙
協
力
の
道
具
と
し
て
軽
減
税
率
を
導
入
す
る
こ
と
は
許
せ
な
い
。

低
所
得
者
対
策
は
税
率
軽
減
で
は
な
く
安
定
財
源
を
確
保
し
た
う
え
で
の

再
分
配
を
柱
と
す
べ
き
で
あ
り
、
連
合
が
「
一
六
～
一
七
年
度
要
求
と
提

言
」
で
主
張
す
る
通
り
、「
逆
進
性
緩
和
策
は
給
付
付
税
額
控
除
と
す
べ

き
。
軽
減
税
率
は
対
象
品
目
の
線
引
き
や
財
源
確
保
な
ど
の
点
で
問
題
が

多
く
、
導
入
す
べ
き
で
な
い
」

　
　

�　
こ
の
ま
ま
軽
減
税
率
を
導
入
す
れ
ば
こ
れ
ま
で
も
問
題
で
あ
っ
た
益
税

が
さ
ら
に
拡
大
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

② 　

益
税
：
小
規
模
事
業
者
の
免
税
や
簡
易
課
税
制
度
に
よ
る
益
税
批
判
に

対
し
て
、
二
〇
二
一
年
四
月
か
ら
イ
ン
ボ
イ
ス
（
税
額
票
）
に
よ
る
「
適

格
請
求
書
保
存
方
式
」
を
導
入
す
る
（
二
〇
一
七
年
か
ら
二
〇
二
〇
年
ま

で
は
簡
易
方
式
「
区
分
記
載
請
求
書
等
保
存
方
式
」
の
ま
ま
）
。
簡
易
課

税
制
度
と
小
規
模
事
業
主
負
担
制
度
は
存
続
す
る
。

　
　

 ←

連
合
が
「
一
六
～
一
七
年
度
要
求
と
提
言
」
で
主
張
す
る
通
り
、「
益

税
解
消
の
た
め
、
税
額
控
除
方
式
は
、
現
行
の
帳
簿
方
式
か
ら
税
額
票

（
イ
ン
ボ
イ
ス
）
方
式
に
変
更
す
べ
き
」

　

③　

社
会
保
障
財
源
と
し
て
の
消
費
税

　
　

 ←

退
職
者
連
合
は
消
費
税
に
つ
い
て
、
法
人
税
・
所
得
税
と
並
ん
で
社
会

保
障
を
支
え
る
基
幹
税
と
位
置
付
け
、
消
費
税
の
制
度
的
弱
点
を
是
正
す

る
こ
と
、
他
の
二
税
と
の
適
切
な
割
り
振
り
で
過
大
に
な
ら
な
い
こ
と
を

求
め
て
き
た
。

　
　

�　
し
か
し
、
法
人
税
額
は
ピ
ー
ク
時
の
一
九
八
九
年
の
二
九
・
八
兆
円
か
ら

二
〇
一
四
年
度
の
一
七
・
六
兆
円
へ
の
落
ち
込
み
ま
で
の
二
五
年
間
で
累
計

二
五
五
兆
円
減
収
に
な
っ
て
い
る
。
他
方
、
ほ
ぼ
同
時
期
の
二
六
年
間
で

消
費
税
収
累
計
（
含
地
方
税
）
は
二
八
二
兆
円
で
、
如
何
に
言
い
訳
し
て

も
法
人
税
の
減
を
消
費
税
で
代
替
し
た
数
字
に
な
る
。
法
人
税
の
減
収
・

引
き
下
げ
の
肩
代
わ
り
に
消
費
増
税
が
充
て
ら
れ
る
こ
と
は
許
せ
な
い
。

⑷　

所
得
税

　

 　

所
得
税
に
つ
い
て
は
配
偶
者
控
除
や
年
金
課
税
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
政

府
税
調
で
検
討
し
て
い
る
が
、
結
論
は
参
議
院
選
挙
後
に
提
起
さ
れ
る
予
定
。

今
次
大
綱
で
は
「
空
き
家
の
譲
渡
所
得
の
特
別
控
除
」
や
「
自
主
服
薬
に
関

　

医
療
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
四
年
六
月
の
総
合
確
保
法
で
医
療
法
（
医
療
提

供
シ
ス
テ
ム
）
、
一
五
年
第
一
八
九
国
会
で
国
保
法
等
（
医
療
保
険
）
が
改
定

さ
れ
、
順
次
施
行
段
階
に
入
っ
て
い
る
。
施
行
上
の
課
題
を
除
け
ば
制
度
論
議

は
一
段
落
し
て
、
当
面
は
二
〇
一
六
年
四
月
の
診
療
報
酬
改
定
が
焦
点
に
な
っ

て
い
る
。
財
政
審
議
会
が
社
会
保
障
抑
制
の
焦
点
と
し
て
診
療
報
酬
切
り
下
げ

を
求
め
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
現
時
点
で
は
八
年
ぶ
り
の
マ
イ
ナ
ス
改
定
で
は

な
い
か
と
伝
え
ら
れ
る
。
か
つ
て
、
勤
務
医
の
過
酷
な
労
働
が
原
因
の
「
立
ち

去
り
型
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
」
が
問
題
に
な
っ
た
が
、
診
療
報
酬
は
医
療
労
働
者
の

勤
務
条
件
に
直
結
し
、
患
者
サ
ー
ビ
ス
を
規
定
す
る
。
医
療
崩
壊
に
つ
な
が
る

抑
制
は
す
べ
き
で
な
い
。

　

ま
た
、
一
部
で
は
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
意
図
的
に
曲
解
し
て
サ
ー
ビ

ス
切
り
捨
て
・
給
付
抑
制
を
め
ざ
す
動
き
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
退
け
て
、
患

者
・
利
用
者
本
位
で
医
療
・
介
護
の
連
携
を
進
め
、
病
院
・
施
設
・
在
宅
ケ
ア

を
体
系
化
す
る
本
来
の
意
味
で
の
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
確
立
す
る
こ
と

は
、
時
間
と
の
競
争
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
柱
の
一
つ
と
し
て
市
民
本
位
で

デ
ー
タ
に
基
づ
く
適
切
な
地
域
医
療
構
想
を
策
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　

平
成
二
八
年
度
診
療
報
酬
改
定
に
向
け
て
は
次
の
三
機
関
が
集
中
審
議
し
て

い
る
。

す
る
医
薬
品
控
除
創
設
（
年
一
二
〇
〇
〇
円
超
の
市
販
薬
購
入
支
出
を
控

除
）
」
、
「
通
勤
手
当
の
非
課
税
限
度
額
を
一
〇
万
か
ら
一
五
万
に
引
き
上

げ
」
な
ど
、
関
係
者
に
歓
迎
さ
れ
る
僅
か
な
項
目
の
み
。

　

 ←

露
骨
な
選
挙
む
け
の
国
民
だ
ま
し
。
衆
院
選
で
議
席
を
確
保
し
た
後
突
如

違
憲
の
戦
争
法
を
提
案
・
強
行
し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
参
院
選
の
後
に
は
、

関
係
者
の
異
論
を
押
し
切
る
中
所
得
者
の
増
税
を
企
図
し
て
い
る
と
見
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

⑸　

復
興
特
別
税

　

 ←

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
次
の
三
種
類
の
特
別
税
が
加
算
さ
れ
、

国
税
分
に
つ
い
て
は
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
で
管
理
す
る
と
さ
れ
た
。

市
民
は
速
や
か
な
復
興
を
願
っ
て
こ
れ
を
拒
ま
ず
協
力
し
て
き
た
。
し
か
し
、

法
人
税
の
み
は
市
民
が
納
得
す
る
根
拠
を
示
さ
ず
三
ヶ
年
を
二
ヶ
年
に
短
縮

し
て
約
八
千
億
円
の
税
負
担
を
軽
減
し
た
。
他
方
、
所
得
税
と
住
民
税
は
今

後
長
期
に
わ
た
っ
て
税
加
算
が
継
続
す
る
が
、
国
が
関
与
す
る
被
災
者
支
援

事
業
の
う
ち
被
災
後
一
定
期
間
で
打
ち
切
り
に
な
る
事
業
が
あ
る
と
伝
え
ら

れ
る
。
ま
た
会
計
検
査
院
の
検
査
結
果
で
は
、
到
底
復
興
事
業
と
は
理
解
で

き
な
い
事
業
に
支
出
さ
れ
た
例
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

�　
政
府
は
納
税
者
に
対
し
て
、「
国
の
特
別
会
計
の
総
事
業
費
と
年
次
計
画

と
執
行
状
況
」「
法
人
税
の
三
年
目
分
を
不
要
と
し
た
根
拠
、
所
得
税
の
負

担
率
削
減
か
期
間
短
縮
と
せ
ず
復
興
特
別
法
人
税
削
減
を
選
択
し
た
根
拠
」

を
示
す
べ
き
で
あ
る
。

　
�　

ま
た
、
住
民
税
は
被
災
地
支
援
と
い
う
よ
り
各
地
域
に
お
け
る
防
災
施
策

財
源
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
執
行
検
証
は
地
域
ご
と
に
行
う
し
か
な
い
が
、

一
〇
年
間
に
わ
た
る
担
税
に
ふ
さ
わ
し
い
事
業
で
あ
る
か
ど
う
か
を
検
証
す

る
必
要
が
あ
る
。
自
治
体
は
納
税
者
に
、
総
務
省
は
各
自
治
体
の
事
業
実
績

等
を
集
約
し
て
関
係
者
に
説
明
す
べ
き
で
あ
る
。

　　
　

＊ 

復
興
特
別
法
人
税
：
二
〇
一
二
年
四
月
～
二
〇
一
五
年
三
月
ま
で
の
三

か
年
間
「
課
税
標
準
税
額
×
一
〇
％
」（
一
三
年
で
九
一
〇
〇
億
円
）

と
決
定
→
自
公
両
党
が
一
三
年
一
二
月
、
一
年
前
倒
し
廃
止
を
決
定
。

　
　

＊ 

復
興
特
別
所
得
税
：
二
〇
一
三
年
一
月
～
二
〇
三
七
年
一
二
月
ま
で

の
二
五
年
間
「
所
得
税
率
（
％
）
×
〇
・
〇
二
一
」
（
一
三
年
で
三

〇
九
五
億
円
）
と
決
定
、
継
続
中
。

　
　

＊ 

住
民
税
：
二
〇
一
四
年
（
平
成
二
六
年
度
）
～
二
〇
二
三
年
（
平
成

三
五
年
度
）
ま
で
の
一
〇
年
間
、
住
民
税
の
均
等
割
り
に
対
し
、
都

道
府
県
民
税
、
市
町
村
民
税
を
各
五
〇
〇
円
（
合
計
一
〇
〇
〇
円
）

加
算
決
定
、
継
続
中
＝
自
治
体
が
実
施
す
る
防
災
の
た
め
の
施
策
に

充
て
る
財
源

　

社
会
保
障
審
議
会
医
療
部
会
は
一
二
月
四
日
、
同
医
療
保
険
部
会
は
一
二
月

七
日
に
「
平
成
二
八
年
度
診
療
報
酬
改
定
基
本
方
針
」
を
審
議
決
定
し
た
。
こ

こ
で
は
次
の
よ
う
な
方
向
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。

＊ 

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
推
進
、
大
病
院
と
診
療
所
な
ど
の
医
療
機
能
分
化

と
連
携
、
在
宅
医
療
・
訪
問
看
護
の
確
保

＊ 

か
か
り
つ
け
医
の
機
能
強
化
、
か
か
り
つ
け
薬
剤
師
の
機
能
評
価
、
情
報
通

信
技
術
を
活
用
し
た
デ
ー
タ
の
収
集
・
利
活
用

＊ 

後
発
医
薬
品
の
使
用
促
進
、
在
宅
復
帰
の
推
進
、
医
薬
品
の
適
正
使
用
、
重

症
化
予
防

　

こ
れ
ら
を
受
け
て
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
（
中
医
協
）
は
一
二
月
四
日

以
降
具
体
的
報
酬
改
定
の
協
議
を
進
め
て
い
る
。

　

診
療
報
酬
の
水
準
は
、
医
療
費
全
体
の
二
割
を
占
め
る
薬
価
を
△
一
・
四
％

程
度
と
し
、
本
体
報
酬
を
微
増
と
す
る
こ
と
で
、
二
〇
〇
八
年
か
ら
八
年
ぶ
り

に
一
％
前
後
引
き
下
げ
る
方
向
と
伝
え
ら
れ
る
。

　

日
本
の
国
民
一
人
当
た
り
医
療
費
は
諸
外
国
に
比
し
て
低
い
。
市
民
生
活
に

と
っ
て
医
療
は
優
先
す
べ
き
施
策
で
あ
り
、
非
効
率
や
重
複
は
是
正
す
べ
き
だ

が
医
療
崩
壊
に
つ
な
が
る
抑
制
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。


